
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
一
　

新
旧
対
照
条
文

（
掛
７
）

○
　
災
害
対
策
基
本
法

（昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
二
号
）

（抄
）

（第

一
条
関
係
）

（市
町
村
防
災
会
議
）

第
十
六
条

　

（略
）

２

・
３
　

（略
）

４
　
市
町
村
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
防
災
会
議
を
設
置
し
な
い
こ
と
と
ｕ
月

と
き

（第
二
項
の
規
定
にヽ
よ
り
市
町
村
防
災
会
議
を
共
同
し
て
設
置
し
た
と
き
を
除

く
。
）
は
、
速
や
か
に
そ
の
言
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５‐

翻馴
鳳
刷
０
コ
「
コ
月
剰
剰
嘱
刻
剰
創
目
創
利
引
副
「
観
翻
側
開

劉
⊇
矧
劃
引
翻
謝
到
９
＝
刊
国
剰
矧
引
鼻
硼
引
引
副
「
劃
柵
躙
州

に
対
し
、
必
要
な
助
言
又
は
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　

（略
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

（都
道
府
県
地
域
防
災
計
画
）

第
四
十
条

　

（略
）

２
　
都
道
府
県
地
域
防
災
計
画
は
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も

の
と
す
る
。

一
～
三

　

（略
）

（削
除
）

（市
町
村
防
災
会
議
）

第
十
六
条

　

（略
）

２
・
３
　

（略
）

４
　
市
町
村
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
防
災
会
議
を
設
置
し
な
い
こ
と
と
引
ｄ

と
き

（第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
防
災
会
議
を
共
同
し
て
設
置
し
た
と
き
を
除

く
。
）
は
、
都
道
府
県
知
事
に
協
議
Ｔ
Ｘ
社
躍
氏
は
な
ら
な
い
。

５‐

割
測
□
鼎
劉
到
『
Ｊ
馴
測
冒
劉
倒
制
刻
鮒
笏
日
国
η
刊
劇
「
劃
訊
都
日
川
周
囲

災
会
議
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（略
）

（都
道
府
県
地
域
防
災
計
画
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾

第
四
十
条

　

（略
）

２
　
都
道
府
県
地
域
防
災
計
画
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の

と
す
る
。

一
～
三

（略
）

四
　
一副
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
都
道
府
県
の
地
域
に
係
る
防
災
に
関
し

都
道
府
県
防
災
会
議
が
必
要
と
認
め
る
事
項

　

ヽ

（傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


